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河
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整
備
関
連
事
業
に
お
け
る
費
用
便
益
分
析
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置
付
け
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別

紙
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弁
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を
送
付
す
る
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衆
議
院
議
員
五
十
嵐
え
り
君
提
出
河
川
整
備
関
連
事
業
に
お
け
る
費
用
便
益
分
析
の
位
置
付
け
に
関
す
る
質
問
に
対
す

る
答
弁
書 

一
に
つ
い
て 

 
 

御
指
摘
の
「
唯
一
の
も
の
と
し
て
掲
載
さ
れ
て
い
る
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
御
指
摘

の
「
採
択
案
件
の
す
べ
て
の
費
用
便
益
比
は
一
・
〇
を
超
え
て
い
る
」
と
は
、
御
指
摘
の
「
令
和
六
年
度
予
算
に
向
け
た
新

規
事
業
採
択
時
評
価
結
果
一
覧

補
助
事
業
等

」
に
記
載
の
全
て
の
河
川
事
業
に
つ
い
て
、
当
該
河
川
事
業
の
実
施
に
よ

っ
て
防
止
し
得
る
災
害
に
伴
い
発
生
す
る
と
見
込
ま
れ
る
被
害
額
が
、
当
該
河
川
事
業
に
必
要
な
費
用
を
上
回
っ
て
い
る
こ

と
を
意
味
し
て
い
る
。 

 
 

ま
た
、
お
尋
ね
の
「
事
実
上
の
採
択
の
必
要
条
件
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
河
川
事
業

の
新
規
事
業
採
択
に
当
た
っ
て
は
、
「
国
土
交
通
省
所
管
公
共
事
業
の
新
規
事
業
採
択
時
評
価
実
施
要
領
」
（
令
和
六
年
六

月
二
十
七
日
付
け
国
官
総
第
二
十
九
号
・
国
官
技
第
百
七
号
国
土
交
通
事
務
次
官
通
知
）
及
び
「
河
川
及
び
ダ
ム
事
業
の
新

規
事
業
採
択
時
評
価
実
施
要
領
細
目
」
（
平
成
二
十
一
年
十
二
月
二
十
四
日
付
け
国
河
計
第
八
十
八
号
国
土
交
通
省
河
川
局

長
通
知
）
に
基
づ
き
、
費
用
対
効
果
分
析
や
災
害
発
生
時
の
影
響
等
の
項
目
に
つ
い
て
、
総
合
的
に
評
価
を
実
施
す
る
こ
と



 

２ 

 

と
し
て
い
る
。 


